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は じ め に 

 
近年、我が国において急速な少子化が進行しています。

核家族化の進展や、女性の社会進出に伴う共働き家庭の

増加、就労環境の多様化などにより、子どもや子育てを

めぐる環境は大きく変化しています。保育ニーズは年々

増加するとともに、多様化しており、社会全体で子ど

も・子育てを支援することが求められています。 

国においては、平成24年８月に「子ども・子育て関

連３法」を制定し、「子どもの最善の利益」が実現され

る社会を目指すとの考えを基本に、幼児期の教育・保育、

地域の子ども・子育て支援を総合的に推進するものとしました。 

このような背景のもと、本市では、「子ども・子育て支援法」に基づき平成27年に

策定した「北上市子ども・子育て支援事業計画」の実績を踏まえ、令和２年度からの

５年間を計画期間とする「第２期北上市子ども・子育て支援事業計画」を策定いたし

ました。この計画のもと、仕事と子育てが両立でき、喜びを感じながら安心して子育

てできる地域、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域をめざし、

基本理念であります「子育て家庭から笑い声があふれるまち きたかみ」の実現を図

ってまいります。 

最後に、この計画の策定にあたり、貴重な御意見や御提言を賜りました北上市子ど

も・子育て会議委員の皆様をはじめ、アンケート調査などに御協力いただきました多

くの市民や関係機関・団体の皆様に対しまして、心からお礼申し上げます。 

 

 

令和２年３月 

 

北上市長    
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第１章 計画策定にあたって 

１ 計画策定の背景と趣旨 

北上市（以降「本市」という。）は、「次世代育成支援対策推進法」に基づき、平成16

年度に策定した「北上市次世代育成支援対策地域行動計画『北上っ子すくすくプラン』」

において、子育て支援の充実とともに、子どもや母親の健康の確保など市民が安心して

子どもを生み育てられるまちづくりを推進してきました。平成22年度に改訂した後期計

画では、社会情勢のさらなる変化や、より多様化する市民ニーズにも対応できるよう前

期計画を評価・検討し、必要な見直しを行い、取り組んできました。 

一方、国は、急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に鑑み、

平成24年８月に「子ども・子育て関連３法」を制定しました。 

そこで、本市は、平成27年度より５か年計画で、子ども・子育て支援に係る現在の利

用状況や潜在的な需要を含めた利用希望を把握した上で、市内における教育・保育や地

域子ども・子育て支援事業の量の見込み、提供体制の確保の内容とその実施時期等を盛

り込んだ「北上市子ども・子育て支援事業計画」（以降「第１期計画」という。）を策定

し、すべての子どもが健やかに成長できる社会の実現を目指して、行政や関係機関、地

域が連携して、子育てに安全・安心な環境のまちづくりを推進してきました。 

その後、平成28年５月には「児童福祉法等の一部を改正する法律」が成立し、児童虐

待について発生予防から自立支援まで一連の対策のさらなる強化や市町村及び児童相談

所の体制の強化を図ること等が定められ、平成29年６月には待機児童の解消等を目指す

「子育て安心プラン」が公表されました。令和元年５月には改正子ども・子育て支援法

が成立し、10月からの幼児教育・保育の無償化が決定、６月には改正子どもの貧困対策

推進法が成立し、子どもの貧困対策に関する計画策定を市区町村にも広げ、子どもとそ

の家庭への支援を強化するなど、国における子ども・子育て支援に係る制度の拡充等が

行われてきています。 

これを受け本市では、第１期計画の施策・事業の進捗評価等を行うとともに、「第二期

市町村子ども・子育て支援事業計画における『量の見込み』の算出等の考え方」に準じ、

平成31年１月に実施した利用者のアンケート結果を踏まえながら、子ども・子育て支援

に係る利用ニーズを含めた利用希望等を見直しました。その上で保育の受け皿の拡大や

保育の質の確保などの提供体制の充実を盛り込んだ「第２期北上市子ども・子育て支援

事業計画」（以降「本計画」という。）を策定しました。 

本計画では、「幼児教育・保育の無償化」等の少子化対策を確実に実施できるよう、次

世代育成支援推進法による関連する諸制度の施策と連携しながら、社会的な支援の必要

性が高い子どもやその家族を含め、すべての子どもに対し、「子どもの最善の利益」を実

現できる事業展開を図り、身近な地域において質の高い教育・保育及び地域子ども・子

育て支援事業を計画的に推進し実施することとします。  



 

北上市 

4 

２ 計画の位置づけ 

本計画は、「子ども・子育て支援法」第61条第１項に基づく計画として、国の定めた

基本指針に即して、策定するものです。 

また、平成26年４月に改正次世代育成支援対策推進法が成立し法の有効期限が10年

間延長されたため、同法第８条に基づく市町村行動計画として位置づけるとともに、平

成26年１月に施行された「子どもの貧困対策の推進に関する法律」第９条の市町村にお

ける子どもの貧困対策についての計画として位置づけ、また、平成30年９月に策定され

た「新・放課後子ども総合プラン」に基づく市町村行動計画としても位置づけ、子ども・

子育て支援に係る様々な分野の施策を総合的・一体的に進めるため、既存計画との整合

性を図って推進していきます。 

 

３ 他計画との関係 

本計画の策定にあたっては、関連する分野の取組を総合的・計画的に推進していくた

め、上位計画である「北上市総合計画」のもと、「きたかみ男女共同参画プラン」「第３

次北上市地域福祉計画」「北上市教育振興基本計画（後期計画）」「第２次北上市食育推進

計画」「第３次北上市健康づくりプラン（健康きたかみ２１）」「北上市障がい者プラン（後

期計画）」との整合性を図りました。 

■ 他計画との連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

北上市 

総合計画 

各種事業 

第２期 

北上市 

子ども・子育て 

支援事業計画 

◇きたかみ男女共同参画プラン 

◇第３次北上市地域福祉計画 

◇北上市教育振興基本計画 

（後期計画） 

◇第２次北上市食育推進計画 

◇第３次北上市健康づくりプラン 

（健康きたかみ２１） 

◇北上市障がい者プラン 

（後期計画） 

国 

◇子ども・子育て関連３法 

◇少子化社会対策基本法 

◇次世代育成支援対策推進法 

◇児童福祉法 

◇子どもの貧困対策の推進に関する 

法律 

◇新・放課後子ども総合プラン 

 

岩手県 

◇子ども・子育て支援事業計画 

◇健やか親子２１ 

◇ひとり親家庭等自立促進計画 

◇障がい者プラン 
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４ 計画期間 

本計画の期間は、子ども・子育て支援法に基づき令和２年度から令和６年度までの５

年間とし、令和元年度に策定しました。 

■ 計画期間 

平成27 
年度 

平成28 
年度 

平成29 
年度 

平成30 
年度 

令和元 
年度 

令和２ 
年度 

令和３ 
年度 

令和４ 
年度 

令和５ 
年度 

令和６ 
年度 

          

 

５ 制度改正等のポイント 

（１）子ども・子育て支援法の改正 

平成30年４月１日施行の「子ども・子育て支援法一部改正」により、保育の需要の

増大等に対応するため、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げるととも

に、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の

措置を講じました。 

令和元年５月10日には「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」が成立した

ことにより、総合的な少子化対策を推進する一環として、子育てを行う家庭の経済的負

担の軽減を図るため、市町村の確認を受けた幼児期の教育・保育等を行う施設等の利用

に関する給付制度の創設等の措置を講じることとなりました。 

① 幼児教育・保育の無償化 

令和元年10月より、３歳から５歳までのすべての子どもに加えて０歳から２歳まで

の住民税非課税世帯の子どもに対して、幼稚園・保育所・認定こども園や認可外施設に

おいても標準的な費用の無償化を実施すること。 

② 放課後児童クラブの受け皿拡大 

女性の就業率の上昇等による共働き家庭の「小１の壁」「待機児童」解消を目指した

新たな目標に向け、放課後児童クラブのさらなる受け皿拡大などの事業整備を行うとと

もに、子どもの自主性、社会性のより一層の向上を図りながら子どもの健全な育成を目

的とする放課後児童クラブの役割を徹底すること。 

③ 広域調整の促進による待機児童の解消 

待機児童の解消に向けた対策として、市町村間で利用者を広域調整するために都道府

北上市 
第２期子ども・子育て支援事業計画 

北上市子ども・子育て支援事業計画 
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県が協議会の設置のまとめ役となり、関係する市町村や保育事業者が参加しながら広域

での待機児童解消を目指すこと。 

（２）基本指針の改正に係る留意事項 

制度の施行状況や関連施策の動向を反映させるため、以下の４点が追加されました。 

① 幼児教育アドバイザーの配置・確保 

幼児教育・保育の質の向上に資するよう、市町村は教育・保育に関する専門性を有す

る指導主事・幼児教育アドバイザーの配置・確保等に努めること。 

② 幼稚園や保育を必要とする幼児の預かり保育の利用希望への対応 

幼稚園の利用希望または保育を必要とする幼児の預かり保育の利用希望に対応でき

るよう、市町村等は適切に量を見込み、確保の内容についても公立幼稚園の入園対象年

齢の引下げ等も含め検討すること。 

③ 外国につながる幼児への支援・配慮 

国際化の進展に伴って外国につながる幼児の増加が見込まれることを踏まえ、幼児が

円滑な教育・保育等の利用ができるよう、市町村等は保護者及び教育・保育施設等に対

し必要な支援を行うこと。 

④ 地域子ども・子育て支援事業の見込量等 

・子育て短期支援事業の量の見込みは、ニーズ調査の結果に加え、市町村における児

童虐待相談等から、本事業の活用が想定される数を算出し、量の見込みに加えるな

ど適切な補正を行うこと。 

・利用者支援事業の見込みは、地域子育て支援拠点事業における量の見込みや、子育

て世代包括支援センターの設置を見据えた見込みとなるよう留意すること。 

・放課後児童健全育成事業の見込みは、可能な限り学年ごとに量の見込みを算出する

こと。 

（３）児童福祉法等改正による社会的養育に関する抜本的な改正 

平成28年６月改正の児童福祉法では、適切な養育を受け健やかな成長・発達や自立

等を保障されることなど児童の権利が明確化されたほか、児童虐待の発生予防や迅速か

つ適切な対応や被虐待児童の自立支援への対策強化について規定されました。市町村で

は、すべての子どもとその家庭及び妊産婦等を対象とした子ども家庭総合支援拠点など

相談体制の強化とともに、母子保健法では妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援

を行う子育て世代包括支援センターが法定化され、「子育て支援サービス」と「母子保

健サービス」の一体的できめ細やかな相談支援体制が求められています。 
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また、平成30年７月に示された「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」

に基づき、全ての子どもが地域でのつながりを持ち、虐待予防のための早期対応から発

生時の迅速な対応、虐待を受けた子どもの自立支援等に至るまで、切れ目ない支援を受

けられる体制の構築を目指すこととなりました。 

（４）子どもの貧困対策の推進に関する法律の改正 

国では、平成26年１月に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」を施行し、同年

８月には「子供の貧困対策に関する大綱」を制定、全ての子どもたちが夢と希望を持っ

て成長していくことができる社会の実現を目指し、必要な環境整備と教育の機会均等を

図るなど子どもの貧困対策の総合的な推進を掲げております。 

令和元年６月の「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の改正により、市町村にお

ける計画策定が努力義務化されました。 

６ 計画の策定体制と住民意見の反映 

本計画の策定体制にあたっては、「第１期計画」策定時と同様に、地域の関係者や一般

公募から選ばれた市民等の委員で構成される「北上市子ども・子育て会議」において、

計画策定に対する意見を求め、審議結果を計画に反映しました。庁内においては、「第２

期北上市子ども・子育て支援事業計画策定検討委員会」を組織し、検討を行いました。 

また、本市の子育て支援等に関わるニーズの把握のため平成31年１月に子育て中の保

護者を対象としたアンケート形式のニーズ調査を行いました。その調査結果から得られ

た子育ての現状や今後の子育て支援に係る意向等を、新たなサービスの目標事業量等の

設定や子育て支援施策推進の検討資料として活用しました。 

計画書最終案ができた段階においてパブリックコメントを行い、市民から得られた意

見等を精査しながら、必要に応じて会議で協議・考察した上で、計画に反映しました。 

 

７ 県や近隣市町との連携 

子ども・子育て支援事業のニーズ量の設定や確保策にあたっては、市民の必要なニー

ズ量に見合ったサービス提供を確保できるよう、庁内の関係部署が県や近隣市町と協

議・調整を行いながら、相互に連携を図りました。 
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第２章 子ども・子育て支援の現状 

１ 本市における人口と子ども人口の状況 

（１）人口と子ども人口等の推移 

本市の人口は平成25年をピークに減少し続けています。３階級別人口をみると、平

成17年以降老年人口（65歳以上）は増加し、生産年齢人口（15～64歳）、年少人口

（０～14歳）はともに減少傾向となっています。 

■ ３階級別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年３月31日） 
 

平成17年以降、総人口に対する児童（０～11歳）の割合は減少し続け、平成31年

には10.1％となり、平成17年から2.3
ポイ

ント低くなっています。 

■ 児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※児童（０～11歳）の割合は総人口に占める児童の割合 

資料：住民基本台帳（各年３月31日）  

14,470 14,002 13,673 13,597 13,581 13,444 13,213 13,046 12,770 12,453 12,179 11,858 

59,674 59,099 58,483 58,738 58,495 58,552 57,824 57,225 56,770 56,285 55,561 55,236 

18,920  20,518  20,727  20,807  21,271  21,918  22,557  23,253  23,917  24,350  24,844  25,166  

93,064 93,619 92,883 93,142 93,347 93,914 93,594 93,524 93,457 93,088 92,584 92,260 

0

25,000

50,000

75,000

100,000

平成 
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平成 

21年 

平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24年 

平成 

25年 

平成 

26年 

平成 

27年 

平成 

28年 

平成 

29年 

平成 

30年 

平成 

31年 

０～14歳 15～64歳 65歳～ 

（人） 

（％） 

5,699 5,316 5,101 5,056 5,062 5,027 4,936 4,836 4,709 4,581 4,398 4,313 

5,848  5,791  5,720  5,687  5,615  5,520  5,327  5,343  5,200  5,154  5,086  4,971  

12.4  
11.9  11.7  11.5  11.4  11.2  11.0  10.9  10.6  10.5  10.2  10.1  

0.0
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5.0
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12.5

15.0

0

2,500

5,000

7,500

10,000

12,500

15,000
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23年 
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24年 
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平成 

26年 

平成 

27年 

平成 

28年 

平成 

29年 

平成 

30年 

平成 

31年 

０～５歳 ６～11歳 児童（０～11歳）の割合 

（人） 
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895 848 814 808 795 770 807 746 712 706 649 620 

1,007 866 849 825 829 815 772 832 769 713 712 688 

872 881 868 852 837 833 811 771 816 754 706 718 

1,017 
852 844 867 862 850 839 802 777 813 754 725 

941 
879 847 850 876 875 841 837 796 787 799 761 

967 
990 879 854 863 884 866 848 839 808 778 801 

5,699 
5,316 

5,101 5,056 5,062 5,027 4,936 4,836 4,709 4,581 4,398 4,313 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

平成 

17年 

平成 

21年 

平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24年 

平成 

25年 

平成 

26年 

平成 

27年 

平成 

28年 

平成 

29年 

平成 

30年 

平成 

31年 

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

（人） 

さらに就学前児童（０～５歳）の１歳ごとの人口推移をみると、平成21年から平成

31年にかけていずれの年齢も100人を超えて減少し、全体では1,003人（18.9％）

減少しています。 

■ ０～５歳児の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳（各年３月31日） 

（２）合計特殊出生率の推移 

本市の合計特殊出生率は、平成17年以降、大きく変動しながらも全国・県を上回り

1.4～1.6台で推移し、平成29年には1.57となっています。平成28年度より0.08
ポイ

ント上

昇しましたが、現時点では少子化の傾向が改善したとは判断できない状況です。 

■ 合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：厚労省 人口動態保健所・市区町村別統計 
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1.46 1.44 

1.49 
1.45 1.47 

1.26 

1.32 1.34 
1.37 1.37 1.39 1.39 1.41 1.43 1.42 

1.45 1.44 1.43 

0.00

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.70

1.80

平成 

17年 

平成 

18年 

平成 

19年 

平成 

20年 

平成 

21年 

平成 

22年 

平成 

23年 

平成 

24年 

平成 

25年 

平成 

26年 

平成 

27年 

平成 

28年 

平成 

29年 

北上市 岩手県 全国 



 

第２章 子ども・子育て支援の現状 

13 

２ 子育て世帯の状況 

（１）子育て世帯の推移 

平成17年から平成27年の子育て世帯の推移をみると、一般世帯は増加、６歳未満の

子どもがいる世帯、18歳未満の子どもがいる世帯はともに平成22年に減少したものの

平成27年には増加しています。 

■ 子育て世帯（18歳未満・６歳未満の子どもがいる世帯）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 

 

ひとり親世帯の推移をみると、男親と子どもから成る世帯は平成22年に減少し横ば

い状態、女親と子どもから成る世帯は増加しています。 

■ ひとり親世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査 

  

8,533 
7,928 

9,288 

3,938  
3,484  3,653  

33,241 34,027 
35,800 

0

10,000

20,000
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平成17年 平成22年 平成27年 
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６歳未満の子ども
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一般世帯 

（世帯） （世帯） 

78 68 69 

549  569  587  
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男親と子ども 
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合 計 

（世帯） 
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１人 

46.4% 

２人 

36.0% 

３人 

12.0% 

４人 

1.7% 

５人 

0.1% 

６人以上 

0.1% 
無回答 

3.6% 

就学前児童 

n=824 

１人 

27.8% 

２人 

39.9% 

３人 

15.7% 

４人 

3.7% 

５人 

0.2% 

６人以上 

0.2% 

無回答 

12.6% 

就学前児童 

n=983 

１人 

21.8% 

２人 

52.8% 

３人 

20.0% 

４人 

2.7% 

５人 

0.0% 

６人以上 

0.2% 
無回答 

2.5% 

小学生 

n=445 

（２）子育て世帯の子どもの人数と主な保育者の状況 

ニーズ調査結果から子育て世帯の子どもの人数をみると、就学前児童の世帯では「２

人」、「１人」、「３人」の順、小学生の世帯では「２人」、「３人」、「１人」の順

となり、「２人」以上の世帯の割合は、就学前児童で59.7％、小学生で75.6％と小学

生の世帯が15.9
ポイ

ント高くなっています。 

前回調査（平成25）と比較すると、子ども「３人」以上の世帯の割合は、就学前児

童の世帯で5.9
ポイ

ント、小学生の世帯で6.2
ポイ

ント高くなっていることから、多子世帯が増えて

いる傾向にあります。 

■ 子育て世帯の子ども人数 

 《平成 25年調査（就学前児童）》 《平成 31年調査（就学前児童）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 《平成 25年調査（小学生）》 《平成 31年調査（小学生）》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果 

  

１人 
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２人 

46.5% 
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6.9% 

小学生 
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49.4  

37.6  

2.2  

27.3  

22.7  

26.9  

2.4  

8.0  

0.4  

62.6  

27.4  

2.6  

32.8  

20.7  

38.0  

4.4  

4.7  

0.4  

0% 25% 50% 75% 100%

父母ともに 

母親 

父親 

祖父母 

幼稚園 

保育所 

認定こども園 

その他 

無回答 

平成25調査 

n=824 

平成31調査 

n=983 

就学前児童の世帯で日常的に子育てに関わっている方（施設含む）をみると「父母と

もに」（62.6％）の割合が最も高く、次いで「保育所」（38.0％）、「祖父母」（32.8％）

となっています。 

前回調査（平成25）と比較すると、「父母ともに」で13.2
ポイ

ント、「保育所」で11.1
ポイ

ント

高くなっています。 

また、主な親族・知人等協力者が「いずれもいない」と回答した割合は、前回調査（平

成25）の14.4％から今回調査（平成30）は12.4％と2.0
ポイ

ント低くなっています。 

■ 日常的に子育てに関わっている方（施設含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 子育てに関する親族・知人等協力者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども・子育て支援事業に関するニーズ調査結果  

32.5 

55.7 

0.4 

5.1 

14.4 

1.5 

33.4  

58.1  

0.6  

5.9  

12.4  

1.2  

0% 25% 50% 75% 100%

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる 

緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる 

日常的に子どもを預けられる友人・知人がいる 

緊急時もしくは用事の際には子どもを 

みてもらえる友人・知人がいる 

いずれもいない 

無回答 

平成25調査 

n=824 

平成31調査 

n=983 

就学前児童 
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（３）障がいのある児童の状況 

北上市障がい者プラン（2015-2020）によると、身体障害者手帳または療育手帳

所持者の総数は増加していますが、そのうち18歳未満の児童については減少していま

す。 

■ 身体障害者手帳の所持者数 

区 分 18歳未満 
18歳以上 
65歳未満 

65歳以上 合 計 

平成25年度 
実 数 60人 903人 2,330人 3,293人 

構成比 1.8％ 27.4％ 70.8％ 100.0％ 

平成28年度 
実 数 59人 873人 2,421人 3,353人 

構成比 1.8％ 26.0％ 72.2％ 100.0％ 

増 減 ▲１人 ▲30人 91人 60人 

増減率 ▲1.7％ ▲3.3％ 3.9％ 1.8％ 

資料：北上市障がい者プラン（2015-2020）各年度末現在 

■ 療育手帳の所持者数 

区 分 
18歳未満 18歳以上 

総 数 
実 数 構成比 実 数 構成比 

平成25年度 

Ａ判定 46人 6.8％ 179人 26.6％ 

674人 Ｂ判定 90人 13.3％ 359人 53.3％ 

計 136人 20.2％ 538人 79.8％ 

平成28年度 

Ａ判定 40人 5.4％ 193人 26.0％ 

743人 Ｂ判定 90人 12.1％ 420人 56.5％ 

計 130人 17.5％ 613人 82.5％ 

増 減 
（増減率） 

Ａ判定 ▲6人 （▲13.0％） 14人 （7.8％） 
69人 

（10.2％） 
Ｂ判定 0人 （0.0％） 61人 （17.0％） 

計 ▲6人 （▲4.4％） 75人 （13.9％） 

※Ａ判定：重度、Ｂ判定：中・軽度 

資料：北上市障がい者プラン（2015-2020）各年度末現在 
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３ 保護者の就労・育児休業制度利用の状況 

（１）就業率の推移 

本市の15歳以上の就業率をみると、平成７年から平成22年にかけて男女ともに低下

していましたが、平成27年には増加に転じています。 

■ 男女別就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

本市の女性の就業率の推移（20～44歳）をみると、平成22年に68.1％まで低下し

ましたが、その後上昇に転じ、平成27年には73.1％となり、県より下回りますが、全

国を上回っています。 

■ 女性の就業率の推移（20～44歳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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50.4 

47.1 
50.0 
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女性の年齢別労働力率をみると、結婚前と子どもの育児（子育て）期間終了後に上昇

するＭ字カーブは緩やかになってきており、平成27年は通常低くなる30～44歳でも

８割前後と高くなっています。 

■ 女性の年齢別労働力率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：国勢調査 
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31.1  

37.0  

9.6  

11.0  

14.6  

23.4  

1.6  

2.1  

37.9  

24.9  

2.8  

1.0  

2.5  

0.5  

0% 25% 50% 75% 100%

平成25年調査 

n=824 

平成31年調査 

n=983 

フルタイムで就労しており、 

産休・育休・介護休業中ではない 

フルタイムで就労しているが、 

産休・育休・介護休業中である 

パート・アルバイト等で就労しており、 

産休・育休・介護休業中ではない 

パート・アルバイト等で就労しているが、 

産休・育休・介護休業中である 

以前は就労していたが、 

現在は就労していない 

これまで就労したことがない 

無回答 

39.8  

50.7  

1.3  

0.5  

25.4  

29.4  

0.4  

0.4  

27.9  

15.3  

2.5  

1.6  

2.7  

2.1  

0% 25% 50% 75% 100%

平成25年調査 

n=445 

平成31年調査 

n=568 

フルタイムで就労しており、 

産休・育休・介護休業中ではない 

フルタイムで就労しているが、 

産休・育休・介護休業中である 

パート・アルバイト等で就労しており、 

産休・育休・介護休業中ではない 

パート・アルバイト等で就労しているが、 

産休・育休・介護休業中である 

以前は就労していたが、 

現在は就労していない 

これまで就労したことがない 

無回答 

（２）母親の就労状況 

母親の就労状況をみると、「フルタイムで就労している」「パート・アルバイト等で

就労している」を合わせた現在就労している方は、就学前児童で73.5％、小学生で

81.0％となっています。そのうち産休・育休・介護休業を取得中の方は、就学前児童

で13.1％、小学生では0.9％となっています。 

前回調査（平成25）と比較すると、就労している母親の割合は就学前児童で16.6
ポイ

ント、

小学生で14.1
ポイ

ント高くなっています。 

■ 母親の就労状況 
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就学前児童 

小学生 



 

北上市 

20 

母親の１週当たりの就労日数をみると、就学前児童・小学生ともに「５日」（74.3％・

70.7％）の割合が最も高くなっています。 

前回調査（平成25）と比較すると、週に「５日」働いている母親の割合は就学前児

童で0.6
ポイ

ント、小学生で2.6
ポイ

ント高くなっています。 

■ 母親の就労日数（１週当たり） 
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0.4 1.1 3.2 5.3 

73.7 

15.4 

0.9 0.7 1.2 2.4 
6.4 

74.3 

13.4 

1.7 

0%

25%

50%

75%

100%

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日以上 無回答 

平成25年調査 

n=468 

平成31年調査 

n=723 

就学前児童 

1.3 0.7 3.0 
7.7 

68.1 

18.8 

0.3 0.4 0.7 
3.7 6.5 

70.7 

17.4 

0.7 

0%

25%

50%

75%

100%

１日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日以上 無回答 

平成25年調査 

n=298 

平成31年調査 

n=460 

小学生 
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母親の出勤時間は、就学前児童では「７時台」（42.2％）、「８時台」（35.1％）

の順、小学生では「７時台」（38.7％）、僅差で「８時台」（38.5％）の順となって

います。 

前回調査（平成25）と比較すると、就学前児童では大きな変化はなく、小学生では

「８時台」に出勤する母親の割合がやや高くなっています。 

■ 母親の出勤時間 
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0.2 2.6 

40.6 
34.6 

7.3 
4.3 

10.5 

0.1 1.9 

42.2 
35.1 

7.2 
4.0 

9.4 

0%

25%

50%

75%

100%

６時より前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時以降 無回答 

平成25年調査 

n=468 

平成31年調査 

n=723 

就学前児童 

0.3 1.3 

38.9 
32.6 

10.1 
5.4 

11.4 

1.1 1.7 

38.7 38.5 

7.6 5.4 7.0 

0%

25%

50%

75%

100%

６時より前 ６時台 ７時台 ８時台 ９時台 10時以降 無回答 

平成25年調査 

n=298 

平成31年調査 

n=460 

小学生 



 

北上市 

22 

母親の帰宅時間は、就学前児童・小学生ともに「18～19時台」（47.6％・46.5％）

の割合が最も高くなっています。 

前回調査（平成25）と比較すると、就学前児童では「18時以降」の割合は低くなり、

一方、「17時台まで」の割合は高い傾向にあります。また、小学生では大きな変化は

ありません。 

■ 母親の帰宅時間 
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3.0 
7.5 

21.4 

52.6 

4.3 
0.9 

10.5 

2.4 
8.2 

28.4 

47.6 

3.3 0.8 

9.4 

0%

25%

50%

75%

100%

12時より前 12～15 

時台 

16～17 

時台 

18～19 

時台 

20～21 

時台 

22時以降 無回答 

平成25年調査 

n=468 

平成31年調査 

n=723 

就学前児童 

5.0 
12.4 

19.8 

45.0 

4.4 2.0 

11.4 
6.1 

15.9 
20.4 

46.5 

3.0 1.1 
7.0 

0%

25%

50%

75%

100%

12時より前 12～15 

時台 

16～17 

時台 

18～19 

時台 

20～21 

時台 

22時以降 無回答 

平成25年調査 

n=298 

平成31年調査 

n=460 

小学生 
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20.3  

20.4  

33.1  

38.4  

29.6  

35.3  

17.0  

5.9  

0% 25% 50% 75% 100%

平成25年調査 

n=335 

平成31年調査 

n=255 

子育てや家事などに 

専念したい 

（就労の予定はない） 

１年より先、一番下の 

子どもが□□歳に 

なったころに就労したい 

すぐにでも、 

もしくは１年以内に 

就労したい 

無回答 

28.1  

36.5  

21.5  

20.8  

33.3  

36.5  

17.0  

6.3  

0% 25% 50% 75% 100%

平成25年調査 

n=135 

平成31年調査 

n= 96 

子育てや家事などに 

専念したい 

（就労の予定はない） 

１年より先、一番下の 

子どもが□□歳に 

なったころに就労したい 

すぐにでも、 

もしくは１年以内に 

就労したい 

無回答 

現在就労していない母親の今後の就労意向をみると、就学前児童では「１年より先、

一番下の子どもが□□歳になった頃に就労したい」（38.4％）、小学生では「子育て

や家事などに専念したい（就労の予定はない）」「すぐにでも、もしくは１年以内に就

労したい」（各36.5％）の割合が最も高くなっています。 

前回調査（平成25）と比較すると、「すぐにでも、もしくは１年以内に就労したい」

母親の割合は就学前児童では5.7
ポイ

ント、小学生では3.2
ポイ

ント高くなっています。また、小学

生では「子育てや家事などに専念したい（就労の予定はない）」母親の割合も8.4
ポイ

ント高

くなっています。 

■ 就労していない母親の今後の就労意向 
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就学前児童 

小学生 
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48.1  

37.6  

36.9  

47.5  

13.3  

13.3  

1.7  

1.5  

0% 25% 50% 75% 100%

平成25年調査 

n=824 

平成31年調査 

n=983 

働いていなかった 取得した 

（取得中である） 

取得していない 無回答 

1.0  

1.0  

1.9  

3.4  

83.5  

85.5  

13.6  

10.2  

0% 25% 50% 75% 100%

平成25年調査 

n=824 

平成31年調査 

n=983 

働いていなかった 取得した 

（取得中である） 

取得して 

いない 

無回答 

（３）育児休業制度利用の状況 

育児休業制度の利用状況をみると、「取得した（取得中である）」母親は47.5％、

父親は3.4％となっています。 

前回調査（平成25）と比較すると、「取得した（取得中である）」母親は10.6
ポイ

ント、

父親は1.5
ポイ

ント高くなっています。 

■ 育児休業制度の利用状況 
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就学前児童（母親） 

就学前児童（父親） 
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0.0  

9.3  

21.1  

10.6  

38.3  

8.8  6.2  4.0  
0.4  1.3  0.0  

4.3  
12.1  

16.7  

43.7  

8.3  
8.6  

4.3  1.1  0.9  

0%

25%

50%

75%

100%

0か月 1～ 

3か月 

4～ 

6か月 

7～ 

9か月 

10～ 

12か月 

13～ 

15か月 

16～ 

18か月 

19～ 

30か月 

31か月 

以上 

無回答 

平成25年調査 

n=227 

平成31年調査 

n=348 

25.1  

25.3  

28.6  

33.9  

42.7  

37.4  

3.5  

3.4  

0% 25% 50% 75% 100%

平成25年調査 

n=227 

平成31年調査 

n=348 

利用する必要がなかった 

（フルタイムで働きたかった、 

もともと短時間勤務だった） 

利用した 利用したかったが、 

利用しなかった 

（利用できなかった） 

無回答 

母親が育児休業から復帰したときの子どもの実際の月齢をみると、生後「10～12か

月」（43.7％）の割合が最も高く、次いで「７～９か月」（16.7％）となっています。 

前回調査（平成25）と比較すると、「１～６か月」では前回の割合を下回るものの、

「７～12か月」では上回っていることから、育児休業の取得期間が長くなっている現

状がうかがえます。 

■ 育児休業から復帰したときの子どもの実際の月齢 
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職場復帰時における短時間勤務制度の利用状況をみると、「利用した」母親は33.9%

となり、前回調査（平成25）と比較すると、5.3
ポイ

ント高くなっています。 

■ 職場復帰時における短時間勤務制度の利用状況 
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就学前児童（母親） 

就学前児童（母親） 
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24.0  

5.6  

26.2  

1.9  

**** 

**** 

1.6  

**** 

6.2  

0.0  

0.5  

1.9  

0.1  

31.3  

9.8  

46.3  

6.9  

6.4  

**** 

3.3  

**** 

5.4  

**** 

0.8  

1.3  

0.1  

0% 25% 50% 75% 100%

幼稚園 

幼稚園の預かり保育 

認可保育所 

認定こども園 

小規模保育施設 

家庭的保育 

事業所内保育施設 

自治体の認証・認定保育施設 

その他の認可外保育施設 

居宅訪問型保育 

ファミリー・サポート・センター 

その他 

無回答 

平成25年調査 

n=824 

平成31年調査 

n=706 

56.1  

26.1  

47.2  

22.3  

5.9  

2.2  

7.4  

**** 

2.5  

2.1  

6.3  

1.2  

2.3  

52.6  

30.2  

56.5  

30.2  

12.7  

2.5  

7.1  

3.1  

1.7  

3.9  

6.9  

0.4  

1.9  

0% 25% 50% 75% 100%

平成25年調査 

n=824 

平成31年調査 

n=983 

62.3  

71.8  

36.0  

26.8  

1.7  

1.4  

0% 25% 50% 75% 100%

平成25年調査 

n=824 

平成31年調査 

n=983 

利用している 利用していない 無回答 

４ 子育て支援事業の利用状況 

（１）平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 

定期的な教育・保育事業を「利用している」就学前児童は71.8％となっています。 

利用している教育・保育事業は、「認可保育所」が46.3％、「幼稚園」が31.3％と

なっています。また、実際の利用と利用希望との差をみると、「認定こども園」では

23.3
ポイ

ント、「幼稚園」では21.3
ポイ

ント、「幼稚園の預かり保育」では20.4
ポイ

ント利用希望が高

くなっています。 

前回調査（平成25）と比較すると、定期的な教育・保育事業の利用割合は9.5
ポイ

ント高く、

また、「認可保育所」を利用している割合が20.1
ポイ

ント高くなっています。 

■ 定期的な教育・保育事業の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 ■ 利用している定期的な教育・保育事業 ■ 利用したい定期的な教育・保育事業 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

就学前児童 

※***は調査票の選択肢にない項目 
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61.6  

63.7  

3.1  

0.8  

1.2  

0.0  

1.4  

3.3  

61.5  

79.3  

2.5  

2.1  

1.1  

0.4  

0.6  

0.4  

0% 25% 50% 75% 100%

子どもの教育や発達のため 

子育てをしている方が現在就労している 

子育てをしている方に就労予定がある／求職中である 

子育てをしている方が家族・親族などを介護している 

子育てをしている方に病気や障害がある 

子育てをしている方が学生である 

その他 

無回答 

平成25年調査 

n=513 

平成31年調査 

n=706 

（２）平日の定期的な教育・保育事業の利用理由と未利用理由 

平日に教育・保育事業を利用している理由は、「子育てをしている方が現在就労して

いる」（79.3％）の割合が最も高く、次いで「子どもの教育や発達のため」（61.5％）

となっています。 

前回調査（平成25）と比較すると、「子育てをしている方が現在就労している」の

割合が、15.6
ポイ

ント高くなっています。 

■ 平日に教育・保育事業を利用している理由 
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就学前児童 
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40.7  

11.8  

0.3  

5.7  

5.4  

0.7  

1.7  

54.9  

9.1  

2.7  

36.5  

8.7  

0.0  

19.8  

4.2  

0.8  

1.9  

48.3  

18.3  

0.8  

0% 25% 50% 75% 100%

利用する必要がない 

子どもの祖父母や親戚がみている 

近所の人や父母の友人・知人がみている 

利用したいが、保育・教育の事業に空きがない 

利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない 

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない 

利用したいが、事業の質や場所など、 

納得できる事業がない 

子どもがまだ小さいため 

（□歳くらいになったら利用しようと考えている） 

その他 

無回答 

平成25年調査 

n=297 

平成31年調査 

n=263 

０～３歳 

81.0% 

４～５歳 

15.3% 

無回答 

3.7% 

就学前児童 

n=163 

０歳 

0.0% 

１歳 

37.8% 

２歳 

6.3% 

３歳 

44.1% 

４歳 

6.3% 

５歳 

0.8% 

無回答 

4.7% 

就学前児童 

n=127 

利用していない理由は、「子どもがまだ小さいため（□歳くらいになったら利用しよ

うと考えている）」（48.3％）の割合が最も高く、次いで「利用する必要がない」（36.5％）

となっています。また、「子どもがまだ小さいため」と回答した方のうち44.1％は「３

歳」での利用開始を考えています。 

前回調査（平成25）と比較すると、「利用したいが、保育・教育の事業に空きがな

い」と回答した割合が14.1
ポイ

ント高くなっています。また、「０～３歳」での利用開始を

考えている方は7.2
ポイ

ント高くなっています。 

■ 教育・保育事業を利用していない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 利用を開始したい子どもの年齢 

 《平成 25年調査》 《平成 31年調査》 
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５ 施策の進捗評価 

第１期計画は、４つの基本目標と67事業により構成され、その事業の進捗状況につい

ては、毎年度子ども・子育て会議において点検・評価を行っています。平成30年度まで

の主な実績と施策の評価は次のとおりです。 

基本目標１ 未就学期から就学期までの切れ目のない支援 

基本方向１ 教育・保育サービスの充実 

○ 教育・保育の提供について 

小規模保育事業所18か所と事業所内保育事業所１か所の地域型保育事業を認可し、

０～２歳の保育の受け皿を拡大しましたが、育児休業から復帰するなどのために年度

途中で増える保育ニーズには対応しきれず、待機児童は解消されませんでした。また、

保育所の利用を希望する保護者のニーズは多く、小規模保育事業所を整備したものの、

その利用を希望する保護者は一部にとどまっています。 

一方、幼稚園から認定こども園への移行が目標を下回ったことなどから、小規模保

育事業所の卒園児の受け皿整備が進まず、いわゆる「３歳の壁」が新たに発生しまし

た。 

保育士人材確保事業は、保育士復帰プロジェクトとして、潜在保育士の職場復帰の

ため、研修や施設見学を実施し17人復帰したほか、新規学卒者向けのPRを行いまし

た。処遇改善のため、市単独の運営費補助金の交付を行い、保育士確保の一助となっ

ています。しかしながら、施設の増加に対し保育士不足が解消されませんでした。教

育・保育の提供量だけではなく、提供する教育・保育の質の維持・向上が求められて

います。 

○ 多様な保育サービスの推進 

生後２か月からの乳児保育について目標を超え10園が実施し、また、一時預かり事

業、延長保育、休日保育の実施により保育サービスの充実が図られました。 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、子育て短

期支援事業を実施し、一時的に預かり、必要な保護を行い、子どもの安心安全を確保

するとともに、保護者の負担軽減等に寄与しました。 

○ 教育・保育施設の配置及び整備 

市立飯豊保育園の民営化及び認定こども園化により、定員の増加に加え、６か月児

からの保育受け入れ、一時保育（現在は幼稚園型）や病後児保育を実施しました。 

市立横川目幼稚園及び市立横川目保育園は、認定こども園化に伴い施設を整備し、

民営化する計画を進めています。 

市立黒沢尻幼稚園は、老朽化した園舎の移転新築計画を進めています。 
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○ 教育・保育費用負担の軽減 

ひとり親世帯や多子世帯等の保育料独自軽減に取り組み、第２子以降の保育軽減を

適用する際にカウントする第１子等の対象年齢について、国の基準よりも一部拡大し

ました。 

また、経済的に困難な状況にある児童生徒の保護者に対して、就学に必要な費用を

支給する事業を実施しました。 

基本方向２ 放課後児童健全育成の充実 

○ 放課後児童クラブの推進 

すべての小学校区で放課後児童クラブが運営されています。 

大規模クラブが適正規模に分割されたため、目標を上回るクラブ数となりました。 

学童保育所３か所の施設整備を実施し環境整備が図られました。 

○ 地域連携による健全育成の推進 

放課後子ども教室事業の実施地区において関係団体や各種委員等のボランティアに

よる支援が定着し、子どもの居場所づくりを行いました。 

基本方向３ 子育て支援サービスの充実 

○ ファミリー・サポート・センター事業の推進 

ファミリー・サポート・センター事業及び産後サポート事業を実施し、育児の援助

を必要とする人や出産直後のお母さんや乳児を介助する人がいない家庭への支援を行

いました。 

○ 地域子育て支援拠点事業の推進 

４か所の地域子育て支援センターで利用者同士の交流の場を提供したり、子育てに

ついての相談に対応しました。 

○ 子育てサービスの情報提供 

子育て支援コンシェルジュを１人配置し、子育て家庭の様々なニーズへの相談対応

を行いました。 

【基本目標１の評価】 

基本目標１においては24事業中14事業で目標を達成し、概ね基本目標を達成でき

ました。 

未着手の２事業を含め、10事業において目標を達成できなかった要因として、第１

期計画後における制度改正や、女性就業率の高まり等による保育需要の増加に伴う保

育ニーズの変化、保育所、認定こども園や学童保育所の施設整備において、財源不足

による事業の後年度実施があげられます。  
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基本目標２ 母子保健対策の充実 

基本方向１ 子どもや母親の健康の確保 

○ 妊婦健康診査の推進 

妊婦一般健康診査事業を実施し、母体の健康管理のためはもとより、ケース支援の

ための医療機関との情報共有等連携にも有効に活用されました。 

平成29年度に妊婦歯科健康診査の自己負担金を無料化し、受診率が一時的に向上し

たものの、平成25年度と同様な実績にとどまっています。 

○ 乳幼児健康診査の推進 

乳幼児の集団健診や個別健診を実施し、子どもの健康状態の把握とともに、経過観

察の必要なケースの医療機関との情報共有等連携にも有効に活用しました。 

○ 家庭における育児サポートの推進 

地域の民生委員が乳児のいる家庭を訪問し、子育てに関する情報の提供や親と子の

心身の状況及び養育環境の把握を行う事業については、子育て家庭と地域をつなぐ役

割を果たしました。 

また、養育を支援することが必要と認められる保護者や出産前から支援を行うこと

が必要と認められる妊婦に対して訪問し、相談・指導・助言等を行う事業については、

複雑なケースや困難なケースへの対応件数が増加しました。 

育児講座事業は、事業内容や開催時期を工夫し、参加人数も増加傾向となりました。 

発達相談事業については、子どもの特性に扱いにくさを感じている親の相談の場と

して需要が高くなっています。 

○ 予防接種事業及びむし歯予防の推進 

予防接種事業、乳幼児歯科保健事業では、５年間でBCG接種率が8.4
ポイ

ント、３歳６か

月でむし歯のない子の割合が4.9
ポイ

ントそれぞれ上昇し着実に成果を上げました。 

基本方向２ 食育の推進 

○ 発育段階に応じた食育の推進 

幼稚園や保育園の保護者等を対象に食育講座を実施し、発達段階に応じた様々な「食」

をテーマにした講座を通じて、親子での健全な食生活の実践の啓発を行いました。 

○ 家庭と地域における食育の推進 

地域での親と子の料理教室を実施し、食文化の継承を通じた地域交流をはかり、子

どもの健やかな心と身体の発達を促し、地域とのかかわりを深めることができました。 
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基本方向３ 小児医療の充実 

○ 小児医療体制の情報提供 

市広報のほか関係機関の協力のもと、夜間や休日の小児医療の情報提供を行いました。 

○ 医療費負担の軽減 

未熟児養育医療や子ども・妊産婦の医療費助成の実施により、安心して医療を受け

られる環境を整備しました。 

医療費助成については、平成28年８月から乳幼児と妊産婦の現物給付を行うととも

に、対象を小学校３年生から小学校６年生まで拡大しました。平成30年８月からはさ

らに高校３年生まで拡大するとともに、子どもの自己負担を大人の半額に引き下げる

など、制度の利便性は年々向上しました。 

【基本目標２の評価】 

基本目標２においては16事業中10事業で目標を達成し、概ね基本目標を達成でき

ました。 

６事業で目標を達成できませんでしたが、妊婦に係る健康診査では妊婦の転出入の

動きによるほか、早期の出産により、交付した受診票が利用されない状況があったた

め目標値を下回りました。発達相談では相談を予定していても受けられないケースも

あったため相談件数が目標を下回りました。ただし、相談の需要は高まっています。 

基本目標３ 子育てを支援する生活環境の整備 

基本方向１ 安心して外出できる環境の整備 

○ 子育て世代に配慮した環境の整備 

外出時におむつ替えや授乳ができる施設を「きたかみ赤ちゃんの駅 ほっぺ」とし

て令和元年11月現在で32か所登録し、子連れで出かけやすい環境整備を実施したも

のの、周知不足により、登録が進みませんでした。 

通学路点検等により、通学路の歩道のカラー化、標識設置を行い、通学路の整備を

進めました。 

基本方向２ 地域・企業における子育て支援の推進 

○ ワーク・ライフ・バランスの啓発 

北上市男女共同参画と多様性社会を推進する条例の制定、講座等の開催により性別

にかかわらず家事育児に参画する意識が浸透しつつあります。 

北上市男女共同参画環境づくり事業の広報を通じたワークライフバランスの啓発に

より、従業員の子育てと仕事の両立を図るために策定する「一般事業主行動計画」を

策定した企業が約30件増加しました。  
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○ 育児と仕事の両立の支援 

事業所内保育所が４か所増加し、地域・企業における子育て支援の推進が図られま

した。 

【基本目標３の評価】 

基本目標３においては９事業中５事業で目標を達成し、概ね基本目標を達成できま

した。 

未実施の３事業を含め、４事業で目標を達成できませんでしたが、周知不足による

事業の遅れのほか、保育士等の不足や他事業との重複による事業の見直しなどが要因

となっています。 

基本目標４ 社会的支援を要する児童・家庭に対するきめ細やかな対応 

基本方向１ 児童虐待防止対策の推進 

○ 児童虐待防止ネットワークの充実 

平成30年４月に本市において発生した保護責任者遺棄致死事件を検証し、再発防止

に向け、業務改善計画を作成し、マニュアルに基づくケース対応、要保護児童対策地

域協議会における関係機関との連携を強化しました。また、社会福祉士を配置したほ

か、家庭児童相談員による相談・訪問・見守りについても、複雑多様化する相談に対

応するため、関係課との連携を密にすることにより、連携を図りました。 

また、保育施設等の訪問や、研修会の開催により、連携の強化、児童虐待の未然防

止を図りました。 

基本方向２ ひとり親家庭等の自立支援の推進 

○ ひとり親家庭等の自立支援の充実 

ひとり親家庭の父母が就職するための教育訓練給付や資格取得のための助成等を実

施し、スキルアップや修業中の支援により自立を図りました。 

○ ひとり親家庭等への経済的支援の充実 

児童扶養手当給付事業は世帯数が減少していますが、1世帯当たりの支給金額は増

えています。ひとり親家庭医療費給付事業は平成30年８月から子どもの自己負担額を

大人の半分に引き下げたことにより、制度の利便性が上がり、ひとり親世帯の経済的

支援が図られました。 

基本方向３ 障がいのある児童・家庭への支援 

○ 療育を必要とする子どもへの支援及び保護者の支援 

児童発達支援、放課後等デイサービスのほか、相談、支援等のサービスの利用者も

増加し、サービス事業者も増加しています。 
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こども療育センターの各種事業により、相談支援の充実が図られました。 

○ 幼稚園・保育所等における障がい児受け入れの推進 

利用する子どもの状況に応じて保育士等を追加で配置することにより、市内すべて

の保育園、幼稚園、認定こども園で障がい児の受け入れが可能となっており、きめ細

やかな教育・保育が実施されました。 

○ 就学に向けた相談体制の充実 

教育・就学相談事業により、就学予定の家庭の悩み・不安の解消につながっている

ほか、支援の必要な子どもの成長の経過や支援の内容、医療などの関係機関との記録

をまとめた相談支援ファイルの活用により乳幼児から学校卒業まで一貫した教育的支

援を実施しました。 

【基本目標４の評価】 

基本目標４においては18事業中17事業で目標を達成し、概ね基本目標を達成できま

した。 

１事業で目標を達成できませんでしたが、ひとり親家庭における父母の高等職業訓練

給付事業において、周知不足により支給件数が目標を下回りました。 

■ 第１期計画における施策の進捗評価 

施策名 事業数 
目標 
達成 

推進 
できた 

未実施 

計画全体 67 46 16 5 

基本目標１ 未就学期から就学期までの切れ目のない
支援 

24 14 8 2 

 (1)教育・保育サービスの充実 16 8 7 1 

 (2)放課後児童健全育成の充実 3 2 1 0 

 (3)子育て支援サービスの充実 5 4 0 1 

基本目標２ 母子保健対策の充実 16 10 6 0 

 (1)子どもや母親の健康の確保 10 5 5 0 

 (2)食育の推進 2 2 0 0 

 (3)小児医療の充実 4 3 1 0 

基本目標３ 子育てを支援する生活環境の整備 9 5 1 3 

 (1)安心して外出できる環境の整備 3 1 1 1 

 (2)地域・企業における子育て支援の推進 6 4 0 2 

基本目標４ 社会的支援を要する児童・家庭に対する 
きめ細かな対応 

18 17 1 0 

 (1)児童虐待防止対策の推進 2 2 0 0 

 (2)ひとり親家庭等の自立支援の推進 4 3 1 0 

 (3)障がいのある児童・家庭への支援 12 12 0 0 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の基本理念 

令和３年度からの新たな「北上市総合計画」の基本構想では、まちづくりの将来像を

「“うきうき”“わくわく”するまち 北上」と掲げ、４つの基本目標を設定し、このま

ちをさらにより良いまちにして未来へつなぐため、市民一人ひとりの豊かなくらしを追

求し、市民が「“うきうき”“わくわく”」するまちの実現を目指します。 

第２期計画ではこの基本構想を踏まえて、第１期計画の基本理念を継承し基本理念を

次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

本市の子育て支援対策は、父母その他の保護者が子育ての第一義的責任を有するとい

う基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深めら

れ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるよう様々な施策を展開してきました。 

また、第１期計画では、「北上市次世代育成支援対策地域行動計画」の取組を踏まえ、

子育てと仕事を両立できる環境を整え、若い世代が子どもを欲しいと願い、その希望が

叶えられ家庭に温かい笑い声があふれるまちづくりを目指してきました。複雑な事情を

かかえる世帯が増え、関係機関と密接に連携した子育て支援体制が必要となっています。 

本計画の策定にあたっては、第１期計画の基本理念を継承し、さらにすべての子ども

が健やかに成長できるよう、子育て家庭へのきめ細やかな支援の充実を図るとともに、

行政や親の都合だけではない子どもを基点に考えた幼児教育・保育及び子育ての質の確

保を重視し、切れ目ない子育て支援の施策を推進します。 

  

子育て家庭から笑い声があふれるまち きたかみ 
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２ 計画の基本的視点 

基本理念の実現に向けて施策を総合的に推進していくため、基本的視点を次のとおり

とします。 

≪基本的視点≫ 

○希望する多様な教育・保育を受けられる環境づくり 

① 幼児期の保育の視点 

幼児期における多様な教育や保育について、充実したサービス提供に向けた取組を

進めるとともに、待機児童の解消を図っていきます。 

② 就学期の保育の視点 

小学校入学後においても保育が必要な児童に対し、十分なサービスを提供できるよ

う引き続き放課後児童クラブの充実に努めます。 

○安心して子どもを産み育てられる環境づくり 

① 子育て支援サービスの質の視点 

核家族化や社会環境の変化等により子育て支援のニーズは多様化しています。利用

者の視点に立った柔軟かつ総合的な取組を進めます。 

② 親となることへの不安解消の視点 

初めて親になる過程においては、出産に対する不安や育児に対する不安がつきもの

です。そんな不安を少しでも解消できるよう講座の開催や支援体制の充実に努めます。 

③ 乳幼児の健全な成長のための視点 

乳幼児が健やかに成長できるよう健診や医療体制の充実、地域における見守り活動

を行っていきます。 

④ 子育て世帯へ切れ目ない支援の視点 

様々な事情を抱える子育て世帯の支援に向け、関係機関と連携し、妊産婦から子育

て世帯まで、継続した支援を行うため、相談、支援体制の充実に努めます。 

○仕事と子育てを両立できる環境づくり 

① 仕事と子育ての調和の視点 

安心して仕事ができるよう保育環境の整備に努めます。 
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② 子育てに理解のある環境づくりの視点 

仕事と育児を両立しやすい職場環境についての啓発に努めるとともに、事業所内保

育所の設置等について事業者と連携していきます。 

○支援が必要な子どもと家庭を応援する環境づくり 

① 児童虐待防止の視点 

相談体制の充実及び関係機関の連携強化を図っていきます。 

② ひとり親家庭への支援の視点 

経済的な支援を行っていくとともに、自立に向けた支援についても継続していきます。 

③ 障がいのある子への支援の視点 

障がい児保育の充実を図るとともに、障がいがあってもなくてもひとりの人間とし

て尊重され、必要な支援が受けられるよう相談体制の充実を図っていきます。 

○子どもが自分の将来を自ら選択できる環境づくり 

① 教育を受ける機会の保障のための視点 

家庭の経済状況等によって将来の進路が左右されることのないように、学習支援事

業の充実や経済的負担の軽減を図っていきます。 

② 心身ともに安定した生活を送るための視点 

安定した生活を送るためには、経済面に加え、親子ともに健康で穏やかに過ごせる

ことが大切です。様々な不安を少しでも解消できるよう、気軽に相談できる場の設置

や居場所づくりを進めます。 

③ 就労や公的な支援など経済的安定のための視点 

経済的安定のため各種給付事業や補助事業の充実、また保護者の就労に向けた支援

の充実に努めます。 
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３ 計画の基本目標 

基本理念を実現するための基本的視点から、次の施策の基本目標により施策の推進を

図っていきます。 

 

《基本目標》 

 

基本目標１ 未就学期から就学期までの切れ目のない支援 

基本目標２ 健やかに産み育てる環境の充実 

基本目標３ 子育てを支援する生活環境の整備 

基本目標４ 社会的支援を要する児童・家庭に対するきめ細かな対応 

基本目標５ 子どもの貧困対策の推進 
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２ 健やかに産み育てる環境の
充実 

１ 健康の保持増進のための支援 

２ 食育の推進 

３ 小児医療の充実 

３ 子育てを支援する生活環境
の整備 

１ 安心して外出できる環境の整備 

２ 地域・企業における子育て支援の

推進 

５ 子どもの貧困対策の推進 

１ 教育の支援 

２ 生活の支援 

３ 経済的支援 

４ 保護者の就労の支援 

１ 未就学期から就学期までの
切れ目のない支援 

１ 教育・保育サービスの充実 

２ 放課後児童健全育成の充実 

３ 子育て支援サービスの充実 

４ 施策の体系図 
 

 

 
 

子
育
て
家
庭
か
ら
笑
い
声
が
あ
ふ
れ
る
ま
ち 

き
た
か
み 

１ 希望する多様な教育・保育を 
受けられる環境づくり 

 
①幼児期の保育の視点 

②就学期の保育の視点 

２ 安心して子どもを産み育てられる 
環境づくり 

 
①子育て支援サービスの質の視点 

②親となることへの不安解消の視点 

③乳幼児の健全な成長のための視点 

④子育て世帯へ切れ目ない支援の視点 

３ 仕事と子育てを両立できる 
環境づくり 

 
①仕事と子育ての調和の視点 

②子育てに理解のある環境づくりの視点 

４ 支援が必要な子どもと家庭を 
応援する環境づくり 

 
①児童虐待防止の視点 

②ひとり親家庭への支援の視点 

③障がいのある子への支援の視点 

５ 子どもが自分の将来を自ら 
選択できる環境づくり 

 
①教育を受ける機会の保障のための視点 

②心身ともに安定した生活を送るための

視点 

③就労や公的な支援など経済的安定の 

ための視点 

４ 社会的支援を要する児童・ 
家庭に対するきめ細かな 
対応 

１ 児童虐待防止対策の推進 

２ ひとり親家庭等の自立支援の推進 

３ 障がいのある児童・家庭への支援 

基本 
理念 

基本的視点 基本目標 施策の基本方向 


